
住民登録の移転の意志が
ある ない

転出届を所持して
いる いない

避難元市町村と広域調整が
可能 不可能

広域入所で対応
広域調整体制の下、市町村
間での調整の上、広域入所

にて保育所入所
（３月11日付通知）

Ｑ14参照

「保育に欠ける」と
認められる 認められない

事後調整で対応
避難先市町村の判断で入所。
保育所運営費については、
避難元市町村の機能回復後
に当該市町村に費用を請求
する等、事後的な広域調整

を行う

Ｑ15・16・17参照

Ｑ3・4
5・6 参照

保育の実施なし

転入先自治体の
判断で転入

「東北地方太平洋沖地震等に
関する住民基本台帳事務の取
扱について」（3月13日総行
住第35号・総務省通知）に基
づき、転入先で本人確認の上、

転入手続きを取る。

通
常
の
手
続
き
で
転
入

受入先市町村の住民として保育を実施 広域入所による受入として保育を実施

被災地からの避難児童の保育所受け入れフローチャート
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